
平成20年１月25日発行 （8）市　議　会　だ　よ　り

市議会だよりは古紙70％再生紙を使用しています

　
市
議
会
に
は
、
年
に
四
回
開
か

れ
る
定
例
会
と
、
必
要
に
応
じ
て

開
か
れ
る
臨
時
会
と
が
あ
り
ま
す
。

　
本
会
議
の
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
市
役
所
七
階
の
傍
聴
受
付

で
、
住
所
・
氏
名
を
傍
聴
申
込
書

に
ご
記
入
い
た
だ
く
だ
け
で
傍
聴

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
小
さ

な
お
子
様
連
れ
で
も
可
）

　
市
政
を
直
接
知
っ
て
い
た
だ
く

よ
い
機
会
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
傍
聴

に
お
い
で
く
だ
さ
い
。
車
椅
子
の

方
の
お
席
も
ご
用
意
し
て
お
り
ま 

す
。
な
お
、
音
声
が
聞
き
取
り
に

く
い
方
に
は
、
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
も
ご

ざ
い
ま
す
。

　
傍
聴
に
い
ら
し
た
方
の
控
室
と

し
て
、
市
役
所
七
階
第
一
委
員
会

室
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
ち
ら
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
各
委
員
会
の
傍
聴
は
許

可
制
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

市
役
所
六
階
議
会
事
務
局
で
住
所

・
氏
名
を
傍
聴
人
受
付
簿
に
ご
記

入
い
た
だ
い
た
後
、
職
員
の
指
示

に
従
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

　
本
会
議
、
委
員
会
の
開
催
日
程

は
川
越
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

【
議
会
情
報
】
欄
に
掲
載
さ
れ
て

お
り
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
川
越
市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

は
、
川
越
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
右
の
欄
に
あ
り
ま
す
。

　
今
定
例
会
に
お
い
て
、
本
会
議

の
開
会
前
に
議
場
コ
ン
サ
ー
ト
を

開
催
し
ま
し
た
。
今
回
は
各
種
施

設
で
音
楽
療
法
の
普
及
活
動
を
行

っ
て
い
る
東
京
国
際
音
楽
療
法
専

門
学
院
の
学
生
九
名
に
よ
り
、

「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
メ
ド
レ
ー
」
ほ
か

四
曲
の
演
奏
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

対
象
　
声
楽
、
器
楽
等
に
よ
る
演

　
　
奏
を
行
う
市
民
ま
た
は
市
内

　
　
の
団
体

演
奏
　
定
例
会
開
会
日
（
開
会
前

　
　
お
よ
そ
十
五
分
間
）

※
　
詳
細
は
議
会
事
務
局
庶
務
課

　
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
議
会
を

傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

議
場
コ
ン
サ
ー
ト

編 

集 

後 

記

発
行
　
川
越
市
議
会

編
集
　
川
越
市
議
会
広
報
紙

　
　
　
編
集
委
員
会

電
話
　
〇
四
九
―
二
二
四
―
六
〇
六
七

議
場
コ
ン
サ
ー
ト

 
 
 
出
演
者
募
集
!!

　
市
民
の
皆
様
に
は
新
し
い
年
を

迎
え
更
な
る
飛
躍
の
年
と
な
り
ま

す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

「
市
議
会
だ
よ
り
」
編
集
に
つ
き

ま
し
て
、
一
層
頑
張
っ
て
参
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
表
紙
に
つ
き
ま
し
て
は
、
十
一

月
二
十
一
日
に
伊
佐
沼
に
飛
来
し

た
コ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
の
写
真
を
使
用

し
ま
し
た
。
今
は
飛
び
去
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
数
多

く
飛
来
す
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　
今
後
も
、
特

集
コ
ー
ナ
ー
を

設
け
る
な
ど
、

よ
り
解
り
易
い

紙
面
に
な
る
よ

う
検
討
し
て
参

り
ま
す
の
で
、

皆
様
の
ご
意
見

な
ど
あ
り
ま
し

た
ら
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

川
越
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

川
越
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

政治家は有権者に寄附を
贈らない

有権者は政治家に寄附を
求めない

政治家から有権者への寄
附は受け取らない

市議会からのお願い

　公職選挙法により議員の寄

附行為は禁止されております

ので、市民の皆様方のご理解、

ご協力の程をよろしくお願い

致します。

みんなで守ろう「三ない運動」


